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1.地域課題解決と地域エコシステム構築に向けた取組み事例のご紹介
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社会課題解決型の金融仲介機能の発揮

投資家 社会課題

◼ 機関投資家や個人の投資資金と、社会課題解決に向けた資金需要を結節する新たな金融仲介機能を発揮

◼ 社会・経済の活性化による企業価値向上、投資家への還元の拡がりによる好循環の創出

投資家

企業個人

資金・資産・資本の
好循環

社会課題解決型の金融仲介

資産形成ニーズ ＋ 社会貢献ニーズ 巨額の資金ニーズ

国内脱炭素投資
150兆円

（今後10年間累計、※1）
Society5.0実現に

必要な投資額
844兆円

（今後15年間累計、※2）

グローバルESG資産
53兆ドル

（2025年推計値、※3）

機関投資家

◼ 低金利を背景とした運用難

◼ 市場不確実性への対応

◼ ESG投資の高まり

個人投資家

◼ 人生100年時代の資産形成

◼ 家計現預金1,000兆円

（※1） 出所：経済産業省 （※2） 出所：経団連、東京大学、GPIF （※3） 出所：ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ

企業価値向上資産形成

資産運用
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地域課題の解決と地域エコシステム構築への貢献

地域
金融

大学自治体
地場
企業

住民

都
市
部

地
域

✓ 人口・所得（特にｴﾈﾙｷﾞｰ支出）の域外流出

✓ 知見・ノウハウの不足

✓ 関係当事者の連携（全体最適）への課題

✓ 弊社単独では成しえない地域課題を背景とする新たな市場を

地域の産・官・学・金・民のネットワークとともに創造

✓ 地域の課題解決と、地域へ裨益し富が循環する持続可能な社

会システム（「地域エコシステム」）構築の実現へ

＜都市部への資本流出＞

＜現在＞

＜持続可能な地域経済・社会＞

地域金融

自治体

大学 地場企業

住民

産業空洞化
後継者不足

高齢化
防災

インフラ老朽化

財政悪化

エネルギー
域外支出

人口流出
所得流出

補助金
（政策）

Equity
寄付

Debt

参画・
関係者結節

技術・情報
（DX）

地域へ裨益
富の循環

地域
イノベーション

投融資

新たな市場創造

× ×

投融資

×
×

＜2030年＞

地域ｴﾈﾙｷﾞｰ・資源循環

産業基盤・拠点ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ

産業育成・研究実装
（ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ/新産業）

都市・ｲﾝﾌﾗ開発

人口動態変化
人生100年時代・ﾍﾙｽｹｱ

など
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近時のプレスリリース等事例

国内ｲﾝﾌﾗ市場を対象とするﾌｧﾝﾄﾞ組成

国内総合型ｲﾝﾌﾗﾌｧﾝﾄﾞ

ｴﾈﾙｷﾞｰ地産地消事業のｲﾝﾊﾟｸﾄ評価支援

小田原市

起業家教育、大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援に関する連携

愛媛大学、NES

東北大学共創ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ共同設立

東北大学

海洋都市推進に向けた共創事業

横須賀市

・北山杉の利活用者・生産者との利用促進協業
・ｶﾙﾁｬｰﾌﾟﾚﾅｰ創造活動促進事業

京都市

次世代ﾃｸﾉﾛｼﾞ＆ﾌｧｲﾅﾝｽ・ｺﾝｿｰｼｱﾑ

慶應義塾大学SFC研究所

地域の起業家教育・起業支援に関する連携

信州大学・NES

東京大学未来ﾋﾞｼﾞｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ

COI-NEXT「ﾋﾞﾖﾝﾄﾞ・ｾﾞﾛｶｰﾎﾞﾝを目指す
Co-JUNKANﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ」研究拠点参画

高付加価値型竹のｶｽｹｰﾄﾞ利用ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

北九州市

大学発ｱｰﾊﾞﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ神戸

神戸市

東広島市、広島大学

広島大学ｽﾏｰﾄｼﾃｨ共創ｺﾝｿｰｼｱﾑ参画

ｸﾞﾘｰﾝ水素ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ構築（余剰電力の有効活用）

ｱｻﾋﾌﾟﾘﾃｯｸ、ｴﾌｼｰ開発、X-Scientia

ESG地域金融促進事業（環境省）

愛媛銀行、伊予銀行

森林信託事業による地域産業振興

西粟倉村、住友林業

環境省脱炭素先行地域等地域PJの支援

各地 自治体等

上工下水一体官民連携運営事業

宮城県

産業基盤
ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ

産業育成
研究実装

都市ｲﾝﾌﾗ
まちづくり

地域脱炭素
資源循環

農林漁業
振興

金融基盤構築
その他

社会課題解決、地域社会への貢
献に関する連携

慶應義塾大学
（先端生命科学研究所）

起業家教育・起業支援連携

山形大学ｱﾝﾄﾚ開発ｾﾝﾀｰ
・NES

・福岡未来創造ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ「ﾋﾞｼﾞﾈｽﾁｬﾚﾝｼﾞNEXT」運営
・ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟｴｺｼｽﾃﾑ拠点都市推進支援
・佐賀県ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ等投資促進事業受託

福岡市・佐賀県、NES

ESG地域金融の普及支援、地域課題
解決のﾓﾃﾞﾙ事業促進に関する連携

北海道地方環境事務所

等々力緑地再編整備・運営等事業

川崎市

・再ｴﾈ水素ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ構築実証事業
・脱炭素先行地域（共同提案者）

苫小牧市

ﾃﾞｨｰﾌﾟﾃｯｸｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ（創薬研究）支援事業

大阪府

LGBTQ当事者が安心して暮らせる社会の推進・連携

渋谷区

COI-NEXT「再生可能多糖類植物由来
ﾌﾟﾗによる資源循環社会共創拠点」参画

金沢大学

ｴﾈﾙｷﾞｰ研究教育機構との連携協定

九州大学

ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙﾌｧｲﾅﾝｽﾌﾚｰﾑﾜｰｸによる地域脱炭素化促進

京都府

ｻｰｷｭﾗｴｺﾉﾐｰ社会実現を目的とした連携

ｴﾝﾋﾞﾌﾟﾛHD

地域金融機関向け定期的な情報提供機会

ESG地域金融・脱炭素研究会

脱炭素先行地域（共同提案者）

仙台市

あいちｻｰｷｭﾗｰｴｺﾉﾐｰ推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ支援

愛知県
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◼ スタートアップ企業への資金供給（ファンド運営）および、地域での起業家育成を通じ都市部との機会格差を是正し、日

本のどこにおいてもイノベーションが起こせる社会システムの構築を目指す

（NES）自治体・大学等との起業家育成支援

(※）New Ecosystem for Startupsの略称)

産業育成
研究実装

事例概要（弊社の役割）

◼ 2019年、レジェンドパートナーズとNES（※）株式会社

を共同設立

◼ 弊社は地域ネットワークを通じて大学や地域金融機関

等と連携し、起業家教育やスタートアップ企業への支援

を実施

＜連携先＞

信州大学、福岡市、佐賀県、信金中央金庫

愛媛大学、慶應義塾大学SFC研究所、山形大学 他

◼ 地域ネットワーク、機関投資家ネットワークを活用し、自

治体や大学等と連携したスタートアップに対する起業

家育成プログラムを運営

◼ 弊社ならではの投資家基盤、ファンド運営に関する知

見をもとに投資事業を実施

⇒持続可能な社会システムとして、日本各地の社会

課題解決、イノベーションを喚起
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市外企業
神戸エリアの
大学研究者

連携

産学連携コーディネーターマッチング
（コーディネート）

①テーマを提案

④ふるさと納税
による財政支援

②研究を募集

③研究を申請

⑤採択・助成

マッチング
（コーディネート）

大学発アーバン
イノベーション神戸

◼ 民間資金の還流が乏しい大学研究シーズに対して、企業版ふるさと納税を活用した制度を設立

◼ さらに、企業との共同事業化、実証フィールドの提供等、各ステージに亘る一連の支援枠組みを自治体と構築

大学発アーバンイノベーション神戸・産学連携コーディネート業務 産業育成
研究実装

大学研究助成制度
（大学発アーバンイ
ノベーション神戸）

企業との共同研究・
事業を促進

スマートシティ等で
の実装企業版ふるさと納税

活用による基金設立

市外企業からの
資金拠出の賛同

「産学連携コーディ
ネート業務」の公募採択

社会実装・
スケール化支援

弊社ソリューション
メニューの提供

◼ 弊社の資金を呼び水に、賛同する企業を巻き込んだ大学研究

シーズの実証・実装促進

◼ 研究シーズの成長ステージに合わせた一連の支援枠組みを

自治体等と協働で構築

事例概要（弊社の役割）

◼ 2022年3月、神戸市は企業版ふるさと納税を活用した企業

テーマ募集型の大学研究助成制度「大学発アーバンイノベー

ション神戸」を設立（弊社が第一号の資金提供者）

◼ 同3月、弊社は同市の進めるスマートシティの推進組織コン

ソーシアムへ運営委員として参画

◼ 同6月、弊社は本制度の事業内に設置する「産学連携コーディ

ネート業務」を受託

＜産学連携コーディネート業務＞
◼ 神戸市の実施する大学研究助成制度「大学発アーバンイノベー

ション神戸」の中で設置する産学連携コーディネート業務を、

公募プロセスの上、弊社にて受託

◼ 大学研究と企業のマッチングを促進するとともに、同助成制度

（企業テーマ募集型）に市外企業からのふるさと納税による

財政支援を喚起するもの
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当社による情報発信（サステナビリティレポート・抜粋）
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2.企業の経営形態（ファミリー企業と非ファミリー企業）による違い
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ファミリーガバナンスとは

(1)ファミリーガバナンスとは
ファミリーガバナンスとは、ファミリーが、ファミリー企業及びそれを取り巻くファミリー以外のステークホルダー（顧客、

取引先、従業員、少数株主、債権者、地域社会等）との関係を踏まえたうえで、ファミリーの永続とファミリー企業の成長を
実現するための意思決定を行う仕組みその他のメカニズムを意味します。 ビジネス（事業経営）やオーナーシップ（株主と
しての立場）に関する考えを集約してファミリー内の利害を調整、ガバナンス体制を確立することで、ファミリーの永続と
ファミリー企業の成長の両立を図ろうとする仕組みです。

(２)ファミリー企業と非ファミリー企業との違い
ファミリー企業は、特定のファミリーによる株式保有・経営参画があるため、非ファミリー企業との相違点があります。

・ファミリーによるファミリー企業株式の保有
・ファミリーによる経営参画

オーナーシップ
（株式所有者）

ビジネス
（経営者・従業員）

ファミリー

＜ファミリー企業＞

ビジネス
（経営者・従業員）

オーナーシップ
（株式所有者）

＜非ファミリー企業＞

ファミリーによる株式保有ファミリーによる経営参加

（出所）ジョン・Ａ．デービス、マリオン・マッカラム・ハンプトン、ケリン・Ｅ．ガーシック、アイヴァン・ランズバーグ、岡田康司監訳、犬飼みずほ訳「オーナー経営の存続と継承」を参考に作成
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◼ 「企業」はその経営形態によって、意思決定のプロセスなどが異なる。

◼ そのため、経営形態に応じて、企業による寄付等を行う際の特徴も異なる。

ファミリー企業 非ファミリー企業

• 国内企業のうち多くが特定のファミリー
が経営を担うか株式を保有するファミ
リー企業。

• 株式市場と経営者で意思決定を行う。
• 創業家は株式や経営に影響がない。

ガバナンス

概要

• コーポレートガバナンスに加えて、各ファ
ミリーが重視するファミリーガバナンス
が存在。

• 株主や取引先などのステークホルダー
を意識して作られるコーポレートガバ
ナンスが存在。

寄付を行う
際の特徴

• 短期的な利益に直結しなくてもオーナー
の意向に合致すれば、中長期的に取り組
むことが可能。

• 一方、寄付に対するオーナーの意向が強
いため、寄付先との丁寧な調整が必要で
はないか。

• 株主利益が第一にあるので、投資家目
線での判断を重視。

企業の経営形態（ファミリー企業と非ファミリー企業）による違い
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3.信託を活用した社会貢献の取組み
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①信託の仕組み

「受託者」とは、

委託者から信託財産の移転を
受け、信託目的に従って受益
者のために信託財産の管理・
処分などをする者。

「委託者」とは、

財産を受託者に移転し、信託目
的に従い受益者のために受託者
にその財産（信託財産）の管理・
処分などをさせる者。

「受益者」とは、

①受託者から信託行為に
基づいて信託利益の給付
を受ける権利と、
②このような権利を確保
するために受託者に対し
て帳簿閲覧請求や違反行
為の差止請求などをする
権利を有する者。

「信託財産」とは、

受託者が信託目的に従って受益者の
ために管理・処分などをする財産。
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(1)三井住友信託銀行は、社会課題解決に貢献したいという寄付者と寄付先の想いをつなぐた

めに、生前、死後の双方で寄付を実現する商品・サービスを拡充して参りました。

(2) 寄付先団体の活性化、ニーズの多様化、活動報告の品質担保について、寄付仲介機能高

度化等の観点から、改善に向け取り組んでおります。

②三井住友信託銀行の寄付に関する取組みについて

⑤ 医 療 支 援 寄 付 信 託

③ 特 定 寄 附 信 託

④ 社 会 貢 献 寄 付 信 託

① 遺 言 信 託 （ 遺 贈 ） ・ 遺 言 代 用 寄 付 信 託

死後の寄付 生前の寄付

② 公 益 信 託

現 物 資 産 （ 株 式 ・ 不 動 産 等 ） に 関 す る 寄 付 ）

■お客さまの寄付ニーズに応える主なソリューション
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4.公立学校への支援スキームのアイデア
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１．財産拠出者
（A)卒業生
（B)企業オーナー等篤志家
（C)法人

２．財産の種類
（A)金銭
（B)オーナー株式〔配当金〕
（C)不動産〔賃貸料〕

３．助成金の使途
（A) 広く遍く：課外授業のファシリテーター代等の毎年度フローで生じる支出への充当
（B)特定のプロジェクト：各高校からの応募を受け（共同応募可）、審査を経て選定

４．助成方法
（A)都道府県（教育委員会）あて、交付先（高校）を指定した寄付
（B)OB会その他OB等が設立した団体への寄付

やりたいこと
財産をプールして運用し、元本は取り崩さずに運用益で公立高校に助成を行う

（一定程度の財産を確保して、半永久的に助成ができるしくみ）

検討項目

「やりたいこと」と「検討項目」
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【概要】
・全国の企業オーナー等篤志家・法人から大口の資金の拠出を受けて合同運用し、その運用益を使っ
て、「支援対象の趣旨に合致することを実施しようとする高校」へ助成金を交付

・助成先の高校は、審査委員会にて支援対象の基準に合致するか否かを審査の上、決定
・
【課題】
・運用するには一定のロットがあることが望ましい
・運用方法を指定する者が必要
・拠出者全員の審査基準・審査結果に関するコンセンサス
・拠出者募集方法

支援策案1

（案１）「支援対象の趣旨に合致することを実施しようとする高校」への支援

信託

篤志家

篤志家

法人

第三者の有識者で構成

審
査
委
員
会

応募

◆◆県（◇◇高校）

■■府（□□高校）

採択・助成

不採択・助成なし ×

応募
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支援策案2

【概要】
・（多数の）卒業生・地元企業オーナー等篤志家・法人（地元企業等）から資金を集めて合同運用し、そ
の運用益を使って、母校・地元公立高校に助成金を交付

・目標募集金額：（一校あたり）5億円以上（利回り1％想定で年間500万円を指定高校に寄附）
→全国の公立高校5,000校を目標として展開

【課題】
・運用するには一定のロットがあることが望ましい
・運用方法を指定する者が必要・元本引き出し権の確保の要否
・資金使途に関するガバナンス・モニタリング
・拠出者募集方法

（案２）卒業生・地元企業オーナー等篤志家・法人による母校・地元公立高校支援

高校を指定して
金銭を信託

信託

拠出割合に応
じて受益者＝
各都道府県（各
高校）に助成金

交付

●●県（○○高校）

◆◆県（◇◇高校）

■■府（□□高校）

個人

個人

個人

個人

個人

法人
法人
…
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課題の詳細～元本引き出し権の確保の方策ほか

【概要】
・ 金銭を拠出して信託Ⅰを設定
・ 拠出時に、運用対象（購入する金融商品）を指定：定期預金、投資信託（複数種類提示）
・ 受託者は、指定された金融商品に投資
・ 元本部分の解約は一部・全部とも自由（本人・相続人とも）
・ 利息・配当を公立高校支援（都道府県への寄付）のみを目的とする信託Ⅱに拠出
・ 信託Ⅱは、拠出された利息・配当金を原資に、年に1回、都道府県（高校）に助成
＊ 信託Ⅰ・Ⅱとも信託期間の定めなし

【課題】
・ 利息・配当に所得税、死亡時に相続税がかかる

→利息・配当を必ず信託Ⅱに拠出することを条件（＊）に非課税にできないか
→相続人による解約を不可とすることを条件（＊）に相続税を非課税にできないか

＊課税当局の認定を受けることも考えらえる

☆企業オーナー株式の配当や不動産の賃貸料にも応用可能性あり
☆「運用方法を指定する者の確保」の課題もクリアできる

個人
甲

信託Ⅰ
（甲）

定期預金運用

信託Ⅱ
【受益者】
●●県

（○○高校）
法人
乙

信託Ⅰ
（乙）

投資信託運用

信託設定

解約自由

解約自由

信託設定

助成

利息

配当
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<ご参考＞信託を活用した社会貢献の取組み(Appendixをご参照)

「公立学校への支援スキームのアイデア」のスキームは、既存のスキームである社会課題解決に取り組む特
定の団体に対して、元金を分割して寄付を行う「社会貢献寄付信託」や、学術・技芸・慈善などの公益目的
に沿った助成先に、元金を分割して寄付を行う「公益信託」なども参考にしています。

例：社会貢献寄付信託

・環境問題・教育問題・医療問題・災害復興支援・子ども支援などのさまざまな社会課題の解決に取り組む

団体への寄付を通じて、社会に貢献したいというお客さまの想いと団体の想いをつなぐ目的で、2011年

4月に取扱を開始致しました（最低預入金額：10万円）。

・金銭信託の「分割支払機能」を活用し、5年間にわたって、元金を分割して寄付を行います。

・寄付先に法令面での制約はなく、三井住友信託銀行の提携先から選択し、毎年変更することができます。

・毎年の寄付金は、一定の要件のもと、寄附金控除の対象となります（運用収益は課税です）。

■スキーム図

委託者
（寄付者）

三井住友信託銀行 寄付先

① 信託の申込・
寄付金の信託

③ 年1回活動報告・
領収書を送付④ 年1回寄付先

の変更が可能

② 寄付金の送金
（5年間に分割して送金）
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Ａｐｐｅｎｄｉｘ ①遺言信託を活用した遺贈寄付・遺言代用寄付信託

■遺言代用寄付信託■遺言信託を活用した遺贈寄付

・お客さまの財産を寄付することで社会貢献したいというお客さまの想いを実現するものです。

・寄付者は、寄付する財産および寄付先を指定することで、希望に沿った寄付を実現することが

できます。

・寄付先への寄付金は、一定の要件のもと相続税の課税財産から控除ができます。

寄付先

遺贈希望者

三井住友信託銀行 提携

④ 遺言作成
の相談

② 三井住友信託
をご紹介

① 遺贈希望の
旨を連絡③三井住友信託

へご連絡

万が一のことがあった時に、財産の一部をあ
らかじめ指定先に寄付できる商品です

＜特長＞
・ご相続が発生した際に、お預かりした信託

財産をご指定の寄付先に一括して寄付致し
ます。

・元本補填契約のある金銭信託にお預け頂き
ます。

・遺言信託の作成は不要です。
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Ａｐｐｅｎｄｉｘ ②公益信託

当社

①ご相談・コンサルテーション

■スキーム図

・「公益信託に関する法律」に基づき制度化された信託です。学術、技芸、慈善、祭祀等の公益目

的のために自身の財産を役立てたいというお客さまの想いを実現できます。

・善管注意義務、忠実義務、分別管理義務などに基づき、当社が管理した上で、さらに適切な信託

事務の履行状況について主務官庁の監督も実施されます。

・具体的な助成先は、委託者が定めた公益目的に基づき、有識者で構成される運営委員会におい

て決定されます。

・寄付者が、信託財産として支出した金銭は、一定の要件のもと寄附金控除の対象となります。

委託者
（寄付者）

助成先

⑧助成金給付

主務官庁

信託管理人

③ 公益信託契約⑨事業報告等

④監督等

②申請許可

⑤権限行使、
重要事項承認

⑦信託財産状況報告

運営委員会

⑥助成先選考、
助言、勧告
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Ａｐｐｅｎｄｉｘ ③特定寄附信託

③ 年1回活動報告・
領収書を送付

寄付先三井住友信託銀行

① 信託の申込・
寄付金の信託

② 寄付金（元本・収益）の送金
（5年間もしくは10年間に
分割して送金）

■スキーム図

・2011年度の税制改正により導入された制度。信託した金銭およびその運用収益を、公益法人や

NPO法人等へ寄付することで、社会に貢献したいというお客さまの想いを実現する商品です。

当社では2012年6月に取扱を開始致しました（最低預入額が1,000万円）。

・金銭信託の「分割支払機能」を活用し、5年間もしくは10年間にわたって、元本および収益を分割

して寄付を行います。

・寄付先は、公益法人、NPO法人、私立学校法に規定する学校法人等に限定されます。

・毎年の寄付金のうち、元本部分は一定の要件のもと、寄附金控除の対象となることに加えて、運

用収益が非課税となります。

委託者
（寄付者）

■提携寄付先例
世界自然保護基金ジャパン、日本生態系協会、日本ユネスコ協会連盟、日本対がん協会、国境なき医師団日本、
日本盲導犬協会、国際科学技術財団、中央共同募金会、日本財団、スペシャルオリンピックス日本、
国連UNHCR協会



24
© 2023 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED All rights reserved.

Ａｐｐｅｎｄｉｘ ④社会貢献寄付信託

③ 年1回活動報告・
領収書を送付

寄付先三井住友信託銀行

① 信託の申込・
寄付金の信託

② 寄付金の送金
（5年間に分割して送金）

④ 年1回寄付先
の変更が可能

■スキーム図

・環境問題・教育問題・医療問題・災害復興支援・子ども支援などのさまざまな社会課題の解決

に取り組む団体への寄付を通じて、社会に貢献したいというお客さまの想いと団体の想いをつ

なぐ目的で、2011年4月に取扱を開始致しました（最低預入金額：10万円）。

・金銭信託の「分割支払機能」を活用し、5年間にわたって、元金を分割して寄付を行います。

・寄付先に法令面での制約はなく、三井住友信託銀行の提携先から選択でき、毎年変更すること

ができます。

・毎年の寄付金は、一定の要件のもと、寄附金控除の対象となります（運用収益は課税です）。

委託者
（寄付者）

■提携寄付先例
世界自然保護基金ジャパン、日本生態系協会、日本ユネスコ協会連盟、日本対がん協会、iPS細胞研究所、
国境なき医師団日本、日本盲導犬協会、国際科学技術財団、日本芸術文化振興会、中央共同募金会、日本財団、
スペシャルオリンピックス日本、国連UNHCR協会
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Ａｐｐｅｎｄｉｘ ⑤医療支援寄付信託

③ 年1回活動報告・
領収書を送付

寄付先当社

① 信託の申込・
寄付金の信託

② 寄付金の送金
（5年間に分割して送金）

④ 年1回寄付先
の変更が可能

■スキーム図

A) コロナ禍において医療支援というテーマへの関心が高まったことを背景に、お客さまの想い

と大学の想いをつなぐ目的で、2021年4月に取扱を開始（最低預入金額：100万円） 。

B) 金銭信託の「分割支払機能」を活用し、5年間にわたって元金を分割して寄付を行う。

C) 寄付先は、寄付先に法令面での制約はなく、医療支援に関する研究を実施する当社の提携

先（大学）から選択でき、毎年変更することができる。

D) 毎年の寄付金は、寄附金控除の対象となる（運用収益は課税）。

寄付者

■提携寄付先例
北海道大学、東北大学、東京大学、北里研究所、東京理科大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、
岡山大学、広島大学、愛媛大学、九州大学、東京工業大学
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【目的・免責条項】

⚫ 本資料は、情報提供を目的として作成されたものであり、勧誘を目的として作成されたものではありません。

⚫ 本資料に記載のデータは、弊社が信頼できると判断した情報等に基づくものですが、その情報の正確性・確実性について弊社
が保証するものではありません。

⚫ 本資料は、作成日において入手可能な情報等に基づいて作成したものであり、今後の金融情勢・社会情勢等の変化により、内容
が変更となる場合があります。

⚫ 本資料に記載された内容は、現時点における一般的な条件を示したものであり、実際に取り組むことができない場合や条件が
変更となる場合があります。予めご了承ください。

【帰属・守秘義務】

⚫ 本資料に記載された情報は、第三者資料等の引用部分を除いて機密事項であり、その権利は弊社に帰属します。かかる情報は
お客さまの為あるいはお客さまの弁護士、税理士又は公認会計士等の専門家への相談の為にのみ作成されており、お客さまは
弊社の同意無く複製や第三者への開示を行うことは禁止されます。

【商号等】
・ 弊社の商号等 三井住友信託銀行株式会社
・ 登録金融機関 関東財務局長（登金）第649号
・ 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会




